
PL-TD000
取扱説明書

PL-TD000(PL/FP/PSシリーズ用Windows用マウスエミュレータ V2)は
(株)デジタル製パネルコンピュータシリーズ(以下PL)/タッチパネル
つき汎用フラットパネルディスプレイ（以下FP）/コンパクトパネル
コンピュータシリーズ(以下PS)用のタッチパネルマウスエミュレータ
及びキーボードエミュレータです。ご使用前に本書の各ソフトウェア
ライセンス契約書をお読みいただき、正しい取り扱い方法と機能をご
理解いただきますようお願いいたします。本書に記載の商品名や製品
は、それぞれの所有者の商標です。

■対応機種
PL-5900シリーズ、PL-5910シリーズ、PL-X920シリーズ
FP-2000シリーズ、FP-3700T
PS-3700A、PS-3701A
■動作環境
WindowsNT®4.0 SP6a以上、Windows®2000、Windows®XP

開封する前に必ずお読みください

PL-TD000には、株式会社ディ・エム・シー製Mouse Emulator Software
(TSC-1310D/DD)と IN-fINITY soft 製 キーボードエミュレータ
(KeyClick32)が含まれています。以下に示します各社使用契約書にご
同意のうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。なお、これ
らの使用契約書の1つでもご同意いただけない場合は、未開封のまま
パッケージすべてをご返却ください。

株式会社ディ・エム・シー製
Mouse Emulator Software(TSC-1310D/DD)

ソフトウェア使用許諾契約書
本製品を開封又は御使用前に、以下のライセンス契約を必ずお読みください。
本使用許諾契約書は、下記に示されたソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」)に関してお客様と株式会社
ディ・エム・シー(以下「DMC」)との間に締結される契約書です。本ソフトウェア製品を開封、インストール、複
製又は使用することによってお客様は本契約に同意し、契約が成立したものとします。事前に本契約を十分に御
確認、御理解をお願いいたします。本契約に同意されない場合、DMCはお客様に本ソフトウェア製品の開封、イン
ストール、複製、又は使用のいずれも許諾できません。そのような場合、未使用の本ソフトウェア製品を直ちに
購入先へ御返却ください。お支払済みの代金が御返却されます。

1. 著作権
本ソフトウェア製品の著作権はTouch-Base Ltd. に帰属します

2. 使用権
DMCは、本ソフトウェア製品に含まれるプログラム及びこれに関する資料を、以下の条件で使用できる譲渡不能
の非独占的使用権をお客様に許諾します。
① お客様は、本ソフトウェア製品を、ライセンス許諾される本ソフトウェア製品及びそのコピーを複数のコン
ピュータによる本ソフトウェア製品の使用を許可するライセンスを購入していない場合は、特定の1台のコ
ンピュータ上でのみ本ソフトウェア製品を使用する権利を与えられます。

② お客様は、使用を許可されているコンピュータ１台につき１部を、バックアップの為にのみ本ソフトウェア
製品のコピーを作成することができます。上記以外の目的の為に本ソフトウェア製品の一部又は全てをメディ
アを問わずコピーすることはできません。

③ お客様は、本ソフトウェア製品のコピー全てに対し、本ソフトウェア製品と同様の著作権表示等を明記しな
ければなりません。

④ 本ソフトウェア製品及びそのコピーの無体財産権はDMC及び DMCへの供給者に帰属します。

3. 使用期間
本契約は、契約成立時から、DMC又はお客様が本契約に従い解約するまで継続します。

4. 使用権の消滅
① お客様は、本ソフトウェア製品及びそのコピーの内容物全てを抹消、又は破壊することにより、いつでも本
ソフトウェア製品の使用権を消滅させることができます。

② DMCは、お客様が本許諾内容に違反した場合、通知によりお客様の本ソフトウェア製品の使用権を消滅させる
ことができます。この場合、お客様は本ソフトウェア製品及びそのコピーの内容物全てを1ヶ月以内にDMCに
返却するものとします。

5. 保証
① DMCは、本ソフトウェア製品購入後、90日間本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体自体又は当該媒
体に於ける本ソフトウェア製品の記録状態に材質上又は製作上の瑕疵が無い事を保証します。万一、本保証期
間中に本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体自体又は当該媒体に於ける本ソフトウェア製品の記録
状態に材質又は製作上の瑕疵が認められた場合、本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体を交換いた
します。但し、お客様から当該瑕疵につき本保証期間内に通知していただくことを条件とします。

② DMCは、前項の本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体の交換を除いては、本ソフトウェア製品に対
していかなる明示、又は暗黙の保証を与えることは無く、お客様に供給されたときの状態にて使用許諾しま
す。又、本ソフトウェア製品がお客様の特定の使用目的のために適切又は有用であること、本ソフトウェア
の実行が中断されないこと及びその実行に誤りが無いことを保証する物ではありません。

③ 本状に基づくDMCの責任は本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体の交換に限定されるものとし、DMCは
その他の法律上の瑕疵担保責任を含む全ての明示又は黙示の保証責任及び本ソフトウェア製品に起因するお客様
の逸失利益、特別な事情から生じた損害、データなどに対する損害及び無体財産権に関し第三者からお客様に対
してなされた損害賠償請求に基づく賠償責任などの一切の責任を負いません。

6. お客様の義務
お客様は、本ソフトウェア製品が著作権法等によって保護される無体財産権を含む機密情報又は財産的情報を有
することを認識するとともに、以下の行為をしないものとします。
① 本許諾条項以外により本ソフトウェア製品を使用、コピー、又は解析、改変する行為。
② 本ソフトウェア製品を第三者への譲渡、賃貸、再許諾する行為。
③ 本ソフトウェア製品に直接記録、又は本ソフトウェア製品が記録、格納されている媒体に表示されている著
作権を含む無体財産権の権利表示を削除、又は変更する行為。

7. 輸出規制
ソフトウェア製品が外国為替及び外国貿易管理法及びこれに付随する法令の規制対象品となる場合、お客様は当
該法令及び規則を遵守するものとします。

以上

 
株式会社ディ・エム・シー
http://www.dmccoltd.com/
本社 〒979-0401 福島県双葉郡広野町広野工業団地
TEL: 0240-27-4030　　FAX: 0240-27-4025

IN-fINITY soft製　KeyClick32
著作権は、IN-fINITY soft が所有しています。本プログラムの使用ならびに使用不能におけるいかなる損害
に関して一切責任を負わないものとします。また、本プログラムに不具合が発見されても作者は不具合を修正
する義務を負わないものとします。

以上

IN-fINITY soft

梱包内容

パッケージには、以下のものが入っています｡ご使用前に必ず確認して
ください。

■ CD 1枚 ■ 取扱説明書 1枚(本書)

品質や梱包には、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、そ
の他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡ください
ますようお願いいたします。

ソフトウェアセットアップ

■キーボードエミュレータ(KeyClick32)の設定方法
1.CD内の[Keyclick¥Disk1]フォルダの[Setup.exe]を起動してイン
ストールしてください。

2.[スタート]-[プログラム]-[KeyClick]-[KeyClick]を実行して使用
してください。

■マウスエミュレータの設定方法
<CDからのインストール>
1.CD 内の[Setup.exe]を起動し、画面の指示にしたがってインス
トールしてください。
<FDからのインストール>
1.パソコンのCD-ROMドライブにCDをいれます。
2.CD内の[FD]フォルダの[Fdmake.exe]を起動します。
3.画面の指示にしたがってFDを作成します。
4.作成したFDの[Disk1]フォルダの[Setup.exe]を起動します。
詳細はCD内の[readmej.pdf]に記載されていますので、よくお読み
いただき正しいセットアップを行ってください。

・PDFファイルをご覧になるにはAdobe® Reader®が必要で

す。CD内の[Reader¥Jpn]フォルダに入っていますので、
インストールしてからご覧ください。

お断り
本製品を使用したことによるお客様の損害その他
の不利益、または第三者からのいかなる請求につ
きましても、当社はその責任を負いかねますので
あらかじめご了承ください。

株式会社　デジタル
〒559-0031
大阪市住之江区南港東8-2-52
TEL (06)6613-1101（代）
FAX (06)6613-5888
URL  http://www.proface.co.jp/
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